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奥
殿
藩
佐
久
領
に
お
け
る
「
敲
」
の
刑
罰

高

塩

博

は
じ
め
に

一

幕
府
に
お
け
る
「
敲
」
の
刑
罰
と
そ
の
特
徴

二

奥
殿
藩
佐
久
領
に
お
け
る
「
敲
」

⑴

関
係
人
の
出
頭
と
判
決
の
申
渡

⑵

月
代
申
付
」
と
「
申
渡
書
」
の
手
交

⑶

敲
」
刑
の
執
行

四

奥
殿
藩
佐
久
領
の
「
敲
」
と
幕
府
法

む

す

び

は

じ

め

に

ま
ず
は
奥
殿
藩
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
奥
殿
藩
は
、
大
給
松
平
氏
が
一
万
六
千
石
を
領
有
す
る
家
門
の
極
小
藩
で
あ

る
。
大
給
松
平
氏
の
三
代
目
の
乗のり
真ざね
の
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）、
三
河
国
額
田
郡
奥おく
殿どの
に
陣
屋
を
構
え
て
、
奥
殿
藩
が
成
立
し
た
。

そ
の
領
地
は
三
河
国
加
茂
・
額
田
両
郡
に
四
千
石
、
残
り
の
一
万
二
千
石
が
丹
波
・
摂
津
・
河
内
の
三
国
九
郡
に
分
散
し
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
分
散
領
地
は
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
な
っ
て
信
濃
国
佐
久
郡
の
上
海
瀬
村
以
下
二
十
八
箇
村
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
し
た
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が
っ
て
、
信
濃
国
佐
久
郡
の
領
地
は
三
河
国
の
三
倍
の
石
高
を
持
つ
が
、
飛
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
幕
末
と
な
り
、
第
八
代
藩
主
松

平
乗のり
謨たか
は
、
統
治
の
拠
点
を
奥
殿
の
陣
屋
か
ら
佐
久
領
田
野
口
の
陣
屋
に
移
し
た
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
藩
名
が
奥
殿
藩
か
ら
田
野
口
藩
に
変
わ
っ
た
。

本
稿
は
、
奥
殿
藩
時
代
の
佐
久
領
に
お
け
る
「
敲
」
の
刑
罰
に
一
瞥
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
佐
久
領
を
支
配
す
る
た
め
に
、
陣
屋

が
田
野
口
（
現
、
長
野
県
佐
久
市
臼
田
）
に
置
か
れ
、
こ
の
田
野
口
役
所
の
日
誌
で
あ
る
「
日
記
」（
以
下
「
陣
屋
日
記
」
と
称
す
）
が
今

日
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
陣
屋
日
記
」
は
、
欠
損
部
分
が
若
干
見
ら
れ
る
が
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八

六
七
）
ま
で
の
一
六
〇
年
間
に
及
び
、
厖
大
な
分
量
で

１
）

あ
る
。
こ
の
「
陣
屋
日
記
」
は
佐
久
領
で
執
行
し
た
刑
罰
に
つ
い
て
も
記
録
し

て
お
り
、「
敲
」
刑
の
記
事
も
幾
例
か
存
す
る
。
そ
の
記
事
に
依
拠
し
、
極
小
藩
が
用
い
た
「
敲
」
刑
の
実
態
を
か
い
ま
見
る
こ
と
に

す
る
。

一

幕
府
に
お
け
る
「
敲
」
の
刑
罰
と
そ
の
特
徴

江
戸
幕
府
は
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）、「
敲
」
と
い
う
名
称
の
笞
打
ち
刑
を
初
め
て
実
施
し
、
こ
の
刑
罰
を
寛
保
二
年
（
一
七
四

二
）
制
定
の
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
の
第
百
三
条
御
仕
置
仕
形
之
事
に
、

享
保
五
年

一
敲

数
五
十
敲

重
キ
ハ
百
敲

牢
屋
門
前
に
て
科
人
之
肩
背
尻
を
掛
ケ
、
背
骨
を
除
、
絶
入
不
仕
様
検
使
役
人
遣
、
牢
屋
同
心
ニ
為
敲
候
事
、

但
、
町
人
ニ
候
得
は
、
其
家
主
名
主
、
在
方
ハ
名
主
組
頭
呼
寄
、
敲
候
を
見
せ
候
て
引
渡
遣
、
無
宿
も
の
ハ
、
牢
屋

門
前
に
て
払
遣
、
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と
定
め
た
。「
敲
」
は
重
敲
（
百
敲
）
と
軽
敲
（
五
十
敲
）
の
二
等
級
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
刑
を
適
用
す
る
の
は
軽
微
な
盗
み
の
犯
罪

で
あ
る
。
江
戸
払
、
江
戸
十
里
四
方
追
放
、
軽
追
放
、
中
追
放
、
重
追
放
と
い
う
五
種
類
の
追
放
刑
に
「
敲
」
を
併
科
す
る
場
合
も
存

す
る
。
い
わ
ゆ
る
二
重
仕
置
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
刑
罰
は
、
や
や
重
い
盗
犯
や
そ
の
他
の
犯
罪
に
適
用
す
る
。
幕
府
が
江
戸
で
執
行
す

る
「
敲
」
に
は
、
執
行
方
法
上
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
み
て
と

２
）

れ
る
。

第
一
は
、
小
伝
馬
町
牢
屋
敷
の
表
門
の
往
来
に
面
し
た
と
こ
ろ
が
執
行
場
で
あ
り
、
衆
人
環
視
の
中
で
の
公
開
処
刑
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
受
刑
者
を
裸
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
裸
の
肩
背
尻
に
か
け
て
殴
打
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
間
中
、
受
刑
者
は
往
来
の
方
に

顔
を
向
け
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
。

第
三
は
、
身
元
引
受
人
を
出
頭
さ
せ
て
そ
の
執
行
を
見
学
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
四
は
、
牢
屋
同
心
が
打うち
役やく
、
牢
屋
下
男
が
押おさえ
役やく
を
勤
め
て
お
り
、
執
行
の
担
い
手
に
賤
民
身
分
の
者
が
加
わ
っ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

第
五
は
、
執
行
方
法
が
仰
々
し
く
儀
式
張
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
牢
屋
敷
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
石
出
帯
刀
、
牢
屋
見
廻

与
力
、
町
奉
行
所
か
ら
派
遣
さ
れ
る
検
使
与
力
、
そ
れ
に
徒
目
付
、
小
人
目
付
の
五
人
が
牢
屋
表
門
の
屋
根
の
下
に
勢
揃
い
す

る
。
し
か
も
石
出
帯
刀
と
検
使
与
力
は
裃
袴
着
用
で
あ
る
。
門
の
左
右
に
は
牢
屋
敷
の
鍵
役
、
交
代
要
員
の
打
役
、
当
番
医
師
等

が
立
ち
並
ん
で
執
行
を
見
守
っ
た
。

敲
」
の
判
決
は
、
町
奉
行
所
に
お
い
て
申
し
渡
さ
れ
る
が
、
本
人
の
み
な
ら
ず
、
身
元
引
受
人
も
出
頭
し
て
聴

３
）

い
た
。
寛
政
六
年

（
一
七
九
二
）、
幕
府
は
博
奕
犯
を
処
罰
す
る
刑
罰
を
重
く
し
、
そ
れ
ま
で
手
鎖
と
過
料
と
で
あ
っ
た
の
を
軽
敲
と
重
敲
と
に
変
更
し

た
。
そ
れ
故
、「
敲
」
の
刑
罰
は
そ
の
時
よ
り
執
行
数
が
著
し
く
増

４
）

え
た
。
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幕
府
が
「
敲
」
の
刑
罰
を
実
施
す
る
と
、
笞
打
ち
の
刑
を
採
用
す
る
藩
が
時
の
経
過
と
と
も
に
増
え
て
い
っ
た
。
そ
の
笞
打
ち
の
刑

は
、
幕
府
と
同
じ
く
「
敲
」
と
称
す
る
藩
が
多
い
一
方
、「
笞
刑
」「
笞
罪
」「
杖
」「
杖
刑
」「
杖
罪
」「
杖
打
」「
鞭
刑
」「
鞭
打
」
な

ど
、
別
の
名
称
も
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
打
数
や
刑
具
に
つ
い
て
も
、
幕
府
に
同
じ
場
合
が
多
い
と
は
思
わ
れ
る
が
、
違
い
の
存

す
る
場
合
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
各
藩
に
お
け
る
笞
打
ち
刑
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
詳
細
は
必
ず
し
も
明
ら
か

と
な
っ
て
い
な
い
。
執
行
方
法
の
子
細
が
判
明
す
れ
ば
、
笞
打
ち
刑
に
お
け
る
刑
罰
の
目
的
や
意
義
も
お
の
ず
と
明
確
に
な
る
。

二

奥
殿
藩
佐
久
領
に
お
け
る
「
敲
」

郷
土
史
の
研
究
家
市
川
武
治
氏
は
、
田
野
口
役
所
の
「
陣
屋
日
記
」
を
主
な
材
料
と
す
る
『
田
野
口
藩
歴
史
年
表
』（
昭
和
五
十
六

年
、
櫟
）
を
著
し
て
お
ら
れ
る
が
、
同
書
か
ら
は
佐
久
領
に
お
け
る
む
ち
打
ち
の
刑
罰
を
五
例
ほ
ど
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

初
見
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
で
あ
り
、「
敲
」
刑
が
「
公
事
方
御
定
書
」
に
定
め
ら
れ
て
か
ら
お
よ
そ
九
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

刑
罰
の
名
称
は
幕
府
に
同
じ
く
「
敲
」、
五
十
敲
と
百
敲
の
二
種
類
と
す
る
の
も
幕
府
に
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、「
敲
」
刑
を
単
独
で

科
す
場
合
は
み
ら
れ
ず
、
追
放
刑
に
併
科
す
る
二
重
仕
置
の
刑
罰
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
異
な
る
。

陣
屋
日
記
」
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
、
こ
の
五
例
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

①

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
九
月
二
十
日
、
田
野
口
村
瀧
兵
衛
が
「
百
敲
之
上
田
野
口
村

拾
里
四
方
相
構
」、
同
村
茂
左
衛
門

が
「
五
十
敲
之
上
居
村
よ
り
五
里
四
方
相
構
」
と
な
っ
た

５
）

一
件

②

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
十
月
十
五
日
、
下
小
田
切
村
卯
兵
衛
が
「
百
敲
之
上
三
州
信
州
御
領
内
相
構
追
払
」
と
な
っ
た

６
）

一
件

③

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
十
月
二
日
、
三
分
村
太
助
が
「
百
敲
之
上
三
分
村

拾
里
四
方
相
構
」
と
な
っ
た

７
）

一
件
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④

嘉
永
五
年
十
二
月
十
六
日
、
甲
州
無
宿
駒
吉
が
「
重
敲
之
上
御
領
分
払
」
と
な
っ
た

８
）

一
件

⑤

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
七
月
十
一
日
、
入
沢
村
の
圏
入
人
庄
太
夫
が
「
重
敲
之
上
入
沢
村

拾
里
四
方
相
構
」
と
な
っ
た

９
）

一
件

『
田
野
口
藩
歴
史
年
表
』
に
よ
る
に
、
追
放
刑
は
お
よ
そ
三
十
年
間
に
五
例
を
数
え
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
前
後
に
も
見
え
な
い
。
そ

れ
故
、
奥
殿
藩
佐
久
領
に
お
け
る
「
敲
」
刑
の
執
行
数
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
少
な
い
事
例
な
が
ら
、「
陣
屋
日
記
」

は
判
決
申
渡
か
ら
刑
罰
の
執
行
に
至
る
過
程
を
具
体
的
に
書
き
残
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
譜
代
小
藩
に
お
け
る
刑
事
手
続
き

の
一
端
を
な
が
め
て
み
る
。

奥
殿
藩
佐
久
領
や
そ
の
後
の
田
野
口
藩
に
つ
い
て
、
数
多
く
の
研
究
を
公
表
し
て
お
ら
れ
る
尾
崎
行
也
氏
は
、
刑
罰
に
関
す
る
論
文

を
も
発
表
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
③
の
事
例
を
紹
介
し
て

10
）

い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
⑴
百
敲
が
重
敲
で
あ
る
こ
と
、
⑵
敲
の
の
ち
追
放

を
申
し
付
け
て
い
る
こ
と
、
⑶
銭
五
百
文
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
⑷
執
行
が
た
だ
ち
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
⑸
打
ち
役
は
牢
守
の
担

当
で
あ
る
こ
と
、
⑹
陣
屋
役
人
が
検
使
と
し
て
立
ち
会
い
、
陣
屋
下
役
が
警
固
に
あ
た
る
こ
と
、
⑺
医
師
も
立
ち
会
う
こ
と
な
ど
を
指

摘
さ
れ
た
。
本
稿
は
他
の
事
例
か
ら
も
こ
れ
ら
の
指
摘
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
、
佐
久
領
に
お
け
る
「
敲
」
刑
の
実
態
を
よ
り
明
瞭
な

ら
し
め
た
い
。

⑴

関
係
人
の
出
頭
と
判
決
の
申
渡

刑
罰
執
行
の
前
日
、
田
野
口
役
所
は
関
係
人
に
出
頭
命
令
書
を
送
付
す
る
。
事
例
①
に
お
い
て
は
、
前
日
の
天
保
四
年
九
月
十
九
日

条
に
関
係
人
に
対
す
る
召
喚
状
送
付
の
こ
と
が
、

一
田
野
口
村
入
牢
人
瀧
兵
衛
・
茂
左
衛
門
、
江
戸
伺
之
処
夫
々
御
下
知
有
之
候
ニ
付
、
今
日
剪
紙
差
出
候
事
、
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と
記
さ
れ
て
お
り
、
執
行
当
日
の
条
に
は
、

一
田
野
口
村
入
牢
人
瀧
兵
衛
・
茂
左
衛
門
、
其
外
剪
紙
一
同
罷
出
候
ニ
付
、
御
下
知
書
を
以
夫
々
申
渡
、
請
書
取
之
、
御
下
知
書

請
書
其
外
申
渡
書
共
、
写
左
之
通
、

と
見
え
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
関
係
人
が
「
剪
紙
」
を
も
っ
て
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
の
か
、
右
の
記
事
か
ら
は
判
明
し
な
い
。
そ
こ
で

事
例
③
を
見
る
と
、
執
行
当
日
条
の
記
事
に
、

一
三
分
村
入
牢
人
太
助
、
吟
味
詰
、
江
戸
表
え
相
伺
、
先
日
中
御
下
知
有
之
候
ニ
付
、
三
分
村
太
助
親
類
・
組
合
・
村
役
人
一
同

罷
出
候
様
、
昨
日
剪
紙
差
出
候
処
則
罷
出
、
太
助

外
一
同
呼
出
し
御
下
知
書
を
以
夫
々
申
渡
左
之
通
、

と
記
さ
れ
て
お
り
、
事
例
⑤
に
お
い
て
は
執
行
前
日
の
条
に
、

一
入
沢
村
庄
太
夫
、
明
日
御
仕
置
筋
申
渡
候
ニ
付
、
同
人
親
類
・
組
合
一
同
、
村
役
人
一
同
差
添

午
前
八
時
）

五
ツ
時
呼
出
申
遣
候
、

と
見
え
て
い
る
。
事
例
③
⑤
に
お
け
る
出
頭
人
は
親
類
、
村
役
人
、
組
合
一
同
で
あ
る
。
ま
た
、
事
例
②
に
お
い
て
も
執
行
前
日
の
条

に
、

一
下
小
田
切
村
牢
舎
人
卯
兵
衛
養
父
栄
助
、
同
人
親
類
惣
代
壱
人
、
同
人
組
合
総
代
壱
人
、（
中
略
）
明
十
五
日

午
前
九
時
）

五
ッ
半
時
可
罷

出
旨
、
剪
紙
差
出
ス
、

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
は
養
父
、
親
類
代
表
、
組
合
代
表
の
三
人
が
出
頭
人
で

11
）

あ
る
。

関
係
人
の
出
頭
時
刻
は
、
事
例
⑤
に
お
い
て
は
「
五
ッ
時
（
午
前
八
時
）」、
②
で
は
「
五
ツ
半
（
午
前
九
時
）」
と
な
っ
て
い
る
。
時

間
の
差
は
、
季
節
に
よ
る
違
い
で
あ
ろ
う
か
（
⑤
は
七
月
、
②
は
十
月
）。
こ
れ
ら
の
時
刻
に
出
頭
し
た
関
係
人
は
受
刑
者
と
も
ど
も
判

決
を
申
し
聞
か
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
①
に
「
剪
紙
一
同
罷
出
候
ニ
付
、
御
下
知
書
を
以
夫
々
申
渡
」、
③
に
「
昨
日
剪
紙
差
出
候

処
則
罷
出
、
太
助

外
一
同
呼
出
し
御
下
知
書
を
以
夫
々
申
渡
左
之
通
」、
⑤
に
「
庄
太
夫
親
類
・
組
合
・
村
役
人
一
同
罷
出
候
間
、
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庄
太
夫
一
同
呼
出
し
、
御
下
知
之
趣
申
渡
候
」
と
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
。

判
決
申
渡
の
場
所
は
、
田
野
口
役
所
の
白
洲
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
事
例
③
に
「
右
相
渡
畢
て
牢
守
作
右
衛
門
御
白
州
口
え

為

覗
、
御
仕
置
之
次
第
申
聞
」
と
見
え
、
⑤
に
「
庄
太
夫
申
渡
相
済
節
、
作
右
衛
門
白
州
口
へ
呼
出
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
判

明

12
）

す
る
。

さ
て
判
決
は
、
奥
殿
藩
の
江
戸
藩
邸
か
ら
中
老
二
名
の
連
名
を
も
っ
て
佐
久
領
の
代
官
衆
に
宛
て
た
「
御
下
知
書
」
が
す
な
わ
ち
判

決
書
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
読
み
聴
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
申
し
渡
し
た
。
左
に
田
野
口
村
の
瀧
兵
衛
、
茂
兵
衛
に
申
し
渡
し
た
事
例
①
の

「
御
下
知
書
」
を
掲
げ

13
）

よ
う
（
史
料
中
の
□
は
判
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
、
以
下
同
じ
）。

申

渡

田
野
口
村

百
姓瀧

兵
衛

其
方
儀
、
平
日
行
状
不
宜
、

天
保
三
年
）

去
辰
十
一
月
廿
一
日
夜
、
佐
久
郡
伊
名
古
村
百
姓
主
馬
吉
と
申
合
、
村
方
弥
平
次
宅
之
前
小
屋
ニ
入

置
候
衣
類
拾
八
品
盗
取
、
猶
亦
当
七
月
晦
日
夜
、
甚
左
衛
門
後
家
方
物
置
キ
え
藤
九
郎
弟
捨
五
郎
と
申
合
這
入
、
衣
類
廿
壱
品
と

金
弐
分
盗
取
、
尤
右
品
其
後
当
人
方
え
被
取
戻
候（
候ママ
趣）
ニ
相
聞
、
且
又
近
所
人
家
台
所
或
は
水
車
屋
え
、
村
方
茂
左
衛
門
と
申

合
、
三
度
入
、
米
麦
六
俵
半
盗
取
、
茂
左
衛
門
と
配
分
い
た
し
、
右
様
度
々
盗
致
候
段
旁
不
届
至
極
ニ
付
、
死
罪
可
申
付
も
の
ニ

候
得
共
、
格
外
之
以
憐
愍
、
百
敲
之
上
田
野
口
村

拾
里
四
方
相
構
、
田
畑
家
財
共
闕
所
申
付
も
の
也
、

但
、
行
先
之
儀
、
城
下

陣
屋
元
は
徘
徊
致
間
敷
候
、

同
村

百
姓茂

左
衛
門
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其
方
儀
、
平
日
不
行
跡
ニ
て
同
村
瀧
兵
衛
と
申
合
、
近
所
水
車
屋
又
は
人
家
ニ
有
之
候
米
麦
等
三
度
ニ
六
俵
半
盗
取
、
或
は
枝
郷

丸
山
地
内
ニ
て
桑
抔
盗
伐
取
候
始
末
、
旁
不
届
ニ
付
、
五
十
敲
之
上
居
村
よ
り
五
里
四
方
相
構
も
の
也
、

但
、
田
畑
家
財
共
闕
所
可
申
付
も
の
ニ
候
得
共
、
格
別
之
憐
愍
を
以
母
え
差
遣
ス
、
行
先
之
儀
、
城
下
又
は
陣
屋
元
ハ
徘
徊

致
間
敷
候
、

右
之
通
可
被
申
渡
候
、

巳
九
月

田
代
為
右
衛
門

印

伊
豫
田
小
兵
衛
殿

川
村
□
次
兵
衛
殿

田

原

継

次
殿

川
村
鋭
吉
郎
殿

伊
豫
田
邦
輔
殿

右
之
通
之
御
下
知
書
を
以
申
渡
ス
、

右
の
判
決
が
申
し
渡
さ
れ
た
後
、
瀧
兵
衛
と
茂
左
衛
門
は
判
決
に
承
服
す
る
旨
の
「
請
書
」
を
「
御
役
所
」
宛
に
提
出
し
た
。
判
決

文
を
鸚
鵡
返
し
に
し
た
よ
う
な
文
面
だ
が
、
左
に
転
載

14
）

す
る
。

差
上
申
御
請
書
之
事

田
野
口
村

百
姓瀧

兵
衛

私
儀
、
平
日
行
状
不
宜
、

天
保
三
年
）

去
辰
十
一
月
廿
一
日
夜
、
当
郡
伊
名
古
村
百
姓
主
馬
吉
と
申
合
、
村
方
弥
平
次
宅
前
小
屋
ニ
入
置
候
衣
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類
拾
八
品
盗
取
、
猶
又
当
七
月
晦
日
夜
、
甚
左
衛
門
後
家
方
物
置
え
藤
九
郎
弟
捨
五
郎
と
這
入
、
衣
類
廿
壱
品
と
金
弐
分
盗
取
、

尤
右
品
其
後
当
人
方
え
被
取
戻
、
且
又
近
所
人
家
台
所
或
は
水
車
屋
え
、
村
方
茂
左
衛
門
と
三
度
入
、
米
麦
六
俵
半
盗
取
、
茂
左

衛
門
と
配
分
い
た
し
、
右
様
度
々
盗
致
候
段
旁
不
届
至
極
ニ
付
、
死
罪
可
被

仰
付
処
、
格
別
之
御
憐
愍
を
以
、
百
敲
之
上
田
野
口
村

拾
里
四
方
御
構
被
成
、
田
畑
家
財
共
闕
所
被

仰
付
候
段
被

仰
渡
候
、

同
村

百
姓茂

左
衛
門

私
儀
、
平
日
不
行
跡
ニ
て
同
村
瀧
兵
衛
と
申
合
、
近
所
水
車
屋
又
は
人
家
台
所
ニ
有
之
候
米
麦
六
俵
半
三
度
ニ
盗
取
、
或
は
枝
郷

丸
山
地
内
ニ
お
ゐ
て
桑
抔
盗
伐
取
候
始
末
、
旁
不
届
ニ
付
、
五
十
敲
之
上
居
村

五
里
四
方
之
内
御
構
被

仰
付
候
、
且
又
田
畑
家
財
共
闕
所
可
被
仰
付
候
処
、
格
別
之
御
慈
悲
を
以
、
母
え
被
下
置
候
段
被

仰
渡
候
、

右
銘
々
え
被

仰
渡
之
趣
、
承
知
奉
畏
難
有
仕
合
奉
存
候
、
且
又
御
構
之
場
所
ニ
無
之
候
共
、
行
先
御
城
下

御
陣
屋
許
は
徘
徊

仕
間
鋪
段
、
被

仰
渡
、
是
又
奉
畏
候
、
為
其
御
請
証
文
差
上
申
処
、
仍
而
如
件
、

右

天
保
四
癸
巳
年
九
月
廿
日

瀧

兵

衛

爪
印

茂
左
衛
門

爪
印

御
役
所

右
は
瀧
兵
衛
・
茂
左
衛
門
両
名
が
一
紙
に
認
め
た
「
請
証
文
」
で

15
）

あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
「
前
書
瀧
兵
衛
・
茂
左
衛
門
両
人
え
被

仰
渡
候
趣
、
私
共
一
同
罷
出
承
知
仕
候
、
為
其
奥
書
印
形
差
上
申
候
、
以
上
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
出
頭
し
た
関
係
人
一
同
が
連
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署
・
連
印
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
田
野
口
村
名
主
が
三
名
、
同
村
年
寄
が
九
名
、
茂
左
衛
門
親
類
一
名
、
同
人
組
合
四
名
、
瀧
兵
衛

に
つ
い
て
は
親
類
が
な
く
、
同
人
組
合
四
名
の
都
合
二
十
一
名
で
あ
る
。「
剪
紙
」
を
も
っ
て
呼
び
出
さ
れ
た
の
は
、
か
く
も
大
勢
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
事
例
③
⑤
の
場
合
は
受
刑
者
が
各
一
人
で
出
頭
者
も
そ
れ
ぞ
れ
十
三
人
で
あ
っ
た
。

⑵

月
代
申
付
」
と
「
申
渡
書
」
の
手
交

請
書
」
の
提
出
が
終
わ
る
と
関
係
人
一
同
は
退
席
し
、
本
人
に
は
身
だ
し
な
み
を
整
え
る
よ
う
に
命
じ
た
。
事
例
②
に
は
「
夫
々

請
書
取
之
、
一
同
相
下
ケ
、
右
卯
兵
衛
儀
月
代
申
付
」
と
見
え
、
事
例
③
に
は
「
請
書
取
之
、
太
助
髪
月
代
申
付
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
他
の
事
例
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
身
だ
し
な
み
が
整
う
と
再
び
白
州
に
呼
び
出
し
、
銭
五
百
文
と
立
入
禁
止
区
域
を
記
し

た
書
面
を
手
渡
し
た
。
銭
五
百
文
は
当
座
の
生
活
資
金
で
あ
る
。「
陣
屋
日
記
」
は
、
こ
の
書
面
を
「
申
渡
書
」
あ
る
い
は
「
書
付
」

と
言
っ
て
い
る
。
瀧
兵
衛
に
交
付
し
た
「
申
渡
書
」
の
文
面
は
、

松
平
石
見
守
領
分

信
州
佐
久
郡

田
野
口
村

百
姓瀧

兵
衛

其
方
儀
、
致
盗
候
依
咎
、
百
敲
之
上
田
野
口
村
よ
り
拾
里
四
方
相
構
、
田
畑
家
財
闕
所
申
付
、
尤
行
先
城
下
陣
屋
元
徘
徊
致
間
敷

も
の
也
、

巳
九
月

田
野
口役

所

押
印
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と
い
う
も
の
で
あ
り
、
茂
左
衛
門
に
対
す
る
「
申
渡
書
」
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

松
平
石
見
守
領
分

信
州
佐
久
郡

田
野
口
村

百
姓茂

左
衛
門

其
方
儀
、
致
盗
候
依
咎
、
五
十
敲
之
上
田
野
口
村
よ
り
五
里
四
方
相
構
、
尤
行
先
城
下
陣
屋
元
徘
徊
致
間
敷
も
の
也
、

巳
九
月

田
野
口役

所

押
印

陣
屋
日
記
」
は
事
例
②
④
に
つ
い
て
こ
の
書
面
を
記
さ
な
い
が
、
追
放
刑
者
す
べ
て
に
手
渡
し
た
と
思
わ
れ
る
。
事
例
⑤
の
記
事

に
は
、
百
敲
の
上
入
沢
村
よ
り
十
里
四
方
追
放
に
処
し
た
庄
太
夫
に
、「
桐
油
紙
巴
麻
縄
か
ら
け
」
に
し
て
こ
の
書
面
を
手
渡
し
た
と

あ
る
。
後
生
大
事
に
所
持
し
な
さ
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
幕
府
で
は
「
申
渡
書
」
の
こ
と
を
「
御
構
状
」
と
称
し
、
こ
れ
を
追
放

刑
者
に
交
付

16
）

し
た
。

⑶

敲
」
刑
の
執
行

御
構
状
」
の
交
付
が
済
む
と
、
い
よ
い
よ
「
敲
」
の
刑
罰
を
執
行
し
追
放
に
処
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
執
行
は
午
前
中
で

あ
る
。
執
行
場
所
は
「
制
札
場
」
で
あ
る
。
瀧
兵
衛
・
茂
兵
衛
の
一
件
で
あ
る
事
例
①
に
お
い
て
は
、「
書
付
ニ
銭
五
百
文
ツ
ヽ
相
添

相
渡
、
御
制
札
前
ニ
お
ゐ
て
敲
之
上
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
事
例
④
の
甲
州
無
宿
駒
吉
の
場
合
も
「
月
代
相
済
候
趣
申
出
候
ニ

付
、
御
制
札
前
ニ
お
ゐ
て
為
敲
候
」
と
あ
り
、
や
は
り
「
制
札
場
」
が
執
行
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
敲
」
の
刑
場
は
「
制
札
場
」
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で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。「
制
札
場
」
は
、
田
野
口
役
所
の
西
側
隅
の
往
来
に
面
し
た
場
所
に
設
置
さ
れ
て

17
）

い
た
。
つ
ま
り
、「
敲
」
刑

は
幕
府
法
に
同
じ
く
公
開
の
処
刑
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

打
役
に
つ
い
て
、
事
例
①
は
何
も
語
ら
な
い
。
し
か
し
、
事
例
②
に
「
牢
守
作
右
衛
門
御
白
州
口
へ
為
覗
、
其
段
申
渡
等
閑
敲
様
無

之
様
申
付
」、
事
例
③
に
「
牢
守
作
右
衛
門
御
白
州
口
え
為
覗
、
御
仕
置
之
次
第
申
聞
、
等
閑
敲
様
無
之
様
申
付
ル
」
と
記
さ
れ
る
よ

う
に
、
打
役
は
牢
守
の
作
右
衛
門
が
担
当
し
た
。
牢
守
作
右
衛
門
は
、
事
例
④
に
「
穢
多
作
右
衛
門
ニ
敲
申
付
、
等
閑
敲
不
申
候
様
申

渡
ス
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
身
分
は
穢
多
で
あ
る
。「
敲
」
刑
執
行
の
中
核
的
役
割
を
、
賤
民
身
分
の
牢
守
が
担
っ
た
の
で
あ

る
。敲

」
刑
の
執
行
に
は
、
受
刑
者
の
異
変
に
対
処
す
る
た
め
に
医
師
が
立
ち
会
っ
た
。
事
例
①
に
は
「
三
分
村
医
師
弥
右
衛
門
呼
出

置
候
事
」
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
事
例
③
で
は
「
医
師
高
柳
友
松
召
呼
置
、
敲
節
為
立
合
候
」、
事
例
④
で
は
「
村
方
医
師
池
田
宗
栄

召
呼
置
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
民
間
の
医
師
が
動
員
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
事
例
②
⑤
に
は
医
師
立
会
の
記
事
が
見
え
な
い

が
、
こ
れ
は
「
陣
屋
日
記
」
に
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
り
、「
敲
」
刑
の
執
行
に
際
し
て
は
医
師
が
必
ず
立
ち
会
っ
た
と
み
て

よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

敲
」
刑
に
は
二
名
の
検
使
が
立
ち
会
っ
て
、
そ
の
執
行
に
落
度
な
き
を
見
届
け
た
。
事
例
①
に
は
検
使
役
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

事
例
②
以
下
を
見
る
と
検
使
の
役
割
は
田
野
口
役
所
の
代
官
が
勤
め
て

18
）

い
る
。
そ
の
い
で
た
ち
は
野
袴
に
羽
織
を
着
用
し
、
従
者
と
し

て
に
若
党
と
草
履
取
り
を
召
連
れ
、
鎗
と
挟
み
箱
を
持
た
せ
た
。

そ
の
他
、
警
備
の
た
め
に
下
役
二
名
が
出
張
っ
て
お
り
、
執
行
を
見
守
っ
た
と
同
時
に
、
執
行
終
了
後
は
受
刑
者
を
領
分
境
ま
で
連

行
し
た
。
召
喚
状
を
受
け
て
出
頭
し
、「
請
書
」
に
連
署
連
印
し
た
関
係
人
一
同
も
執
行
の
様
子
を
見
守
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
か
ろ
う
。
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敲
」
刑
の
執
行
が
済
む
と
、
領
分
境
ま
で
連
行
し
て
追
い
払
う
の
で
あ
る
が
、
事
例
①
の
瀧
兵
衛
は
上
海
瀬
村
、
茂
左
衛
門
は
太

田
部
村
か
ら
追
放
と
な
っ
た
。
事
例
②
の
卯
兵
衛
、
③
の
太
助
、
⑤
の
庄
太
夫
も
そ
れ
ぞ
れ
太
田
部
村
か
ら
の
追
放
で
あ
り
、
卯
兵
衛

の
場
合
は
「
太
田
部
村
之
方
参
り
度
」、
太
助
も
「
越
後
之
方
え
罷
越
度
趣
」
と
い
う
希
望
が
聞
き
入
れ
ら
れ
て
太
田
部
村
か
ら
追
い

払
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

三

奥
殿
藩
佐
久
領
の
「
敲
」
と
幕
府
法

奥
殿
藩
佐
久
領
に
お
け
る
追
放
刑
は
、
居
村
を
起
点
と
す
る
五
里
四
方
追
放
と
十
里
四
方
追
放
、
お
よ
び
三
河
・
信
濃
両
国
の
奥
殿

藩
領
を
立
入
禁
止
と
す
る
領
分
払
と
が
見
ら
れ
、
五
里
四
方
追
放
に
五
十
敲
、
十
里
四
方
追
放
な
ら
び
領
分
払
に
百
敲
を
併
科
し
た
。

支
配
領
域
の
狭
い
小
藩
の
場
合
、
領
分
の
範
囲
内
で
済
ま
す
追
放
刑
は
実
際
上
不
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
五
里
四
方
、
十
里
四
方
と
い

え
ば
奥
殿
藩
佐
久
領
の
は
る
か
外
側
も
立
入
禁
止
区
域
に
含
ま
れ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
判
決
は
、
他
領
で
あ
っ
て
も
城
下
と
陣
屋
の

場
所
は
徘
徊
を
禁
ず
る
と
申
し
渡
し
て

19
）

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
追
放
刑
に
処
さ
れ
た
者
は
繁
華
な
場
所
に
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
っ
て
、
暮
ら
し
の
手
だ
て
が
立
た
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
他
領
の
無
宿
に
対
し
て
は
、
百
敲
の
上

領
分
払
と
す
る
追
放
刑
を
科
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、「
敲
」
刑
執
行
に
至
る
手
続
き
と
し
て
、
関
係
人
の
召
喚
、
本
人
と
と
も
に
関
係
人
一
同
を
前
に
し
て
の
判
決
の
申
渡
、

「
請
書
」
の
作
成
、「
申
渡
書
」
の
交
付
と
い
う
経
過
を
た
ど
っ
た
が
、
こ
れ
は
お
よ
そ
幕
府
に
お
け
る
手

20
）

続
き
に
同
じ
で
あ
っ
た
。

敲
」
刑
の
執
行
法
に
関
し
て
も
、
第
四
の
特
徴
を
除
く
な
ら
ば
、
お
お
む
ね
幕
府
法
に
同
じ
で
あ
る
。
ま
ず
、
小
伝
馬
町
牢
屋
敷

の
門
前
と
田
野
口
役
所
の
制
札
場
と
の
違
い
は
あ
け
れ
ど
も
、
公
開
処
刑
で
あ
っ
た
と
い
う
第
一
の
特
徴
は
同
じ
で
あ
る
。
受
刑
者
を
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裸
と
す
る
第
二
の
特
徴
に
つ
い
て
「
陣
屋
日
記
」
は
何
も
語
ら
な
い
。
し
か
し
、
幕
府
の
場
合
に
同
じ
く
受
刑
者
を
裸
と
し
て
そ
の
肩

背
尻
も
し
く
は
尻
を
殴
打
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
身
元
引
受
人
を
出
頭
さ
せ
て
執
行
を
見
学
さ
せ
る
と
い
う
第
三
の
特
徴
も
似
て
い

る
。
佐
久
領
の
場
合
は
身
元
引
受
人
で
は
な
く
、
関
係
人
と
し
て
親
類
・
村
役
人
・
組
合
が
出
頭
し
、
判
決
に
対
す
る
「
請
書
」
に
連

署
連
印
す
る
と
共
に
、
執
行
に
も
立
ち
会
っ
た
の
で
あ
る
。

執
行
法
が
儀
式
張
っ
て
い
る
と
い
う
第
五
の
特
徴
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
奥
殿
藩
佐
久
領
で
は
、
田
野
口
役
所
の
代
官
二
名
が
検
使
の

役
割
を
は
た
す
が
、
そ
の
衣
装
は
野
袴
に
羽
織
着
用
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
若
党
と
草
履
取
を
連
れ
従
わ
せ
、
鑓
と
挾
箱
を
持
た
せ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
幕
府
の
大
検
使
、
小
検
使
の
い
で
た
ち
に
似
て
い
る
。
寺
社
奉
行
掛
の
受
刑
者
を
「
敲
」
に
処
す
場
合
、
大
検
使
・

小
検
使
を
小
伝
馬
町
牢
屋
敷
に
派
遣
し
た
。
大
検
使
は
裃
を
着
用
し
、
供
馬
を
連
れ
、
若
党
二
人
、
草
履
取
を
従
え
、
こ
の
従
者
に

鑓
・
挾
箱
を
持
た
せ
た
。
小
検
使
は
羽
織
袴
を
着
用
し
、
小
頭
同
心
二
人
、
草
履
取
に
挾
箱
を
持
た
せ
て
召
し
つ
れ
て

21
）

い
た
。
医
師
の

立
会
も
儀
式
張
る
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
。

第
四
の
特
徴
に
関
し
て
は
お
お
い
に
異
な
る
。
幕
府
の
小
伝
馬
町
牢
屋
敷
門
前
に
お
け
る
「
敲
」
は
、
打
役
を
牢
屋
同
心
つ
ま
り
士

分
の
者
が
勤
め
た
。
ま
た
、
受
刑
者
の
手
足
を
押
さ
え
つ
け
る
役
目
の
四
人
の
押
役
は
牢
屋
下
男
つ
ま
り
牢
屋
に
雇
わ
れ
て
い
る
一
般

人
で
あ
る
。
こ
の
両
役
に
賤
民
身
分
の
者
が
関
与
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
奥
殿
藩
佐
久
領
で
は
打
役
を
穢
多
身
分
の
牢
守
が
勤
め

た
の
で

22
）

あ
る
。「
敲
」
と
い
う
刑
罰
の
意
義
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
差
異
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
敲
」
と
い
う
刑
罰
を
追
放

刑
に
併
科
す
る
刑
罰
と
し
て
の
み
用
い
る
こ
と
、
賤
民
身
分
の
者
が
打
役
を
勤
め
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
事
柄
は
大
い
に
関
連

す
る
こ
と
で
あ
る
。

幕
府
が
「
敲
」
刑
を
公
開
処
刑
と
し
た
の
は
、「
見み
懲ごらし」
に
よ
っ
て
犯
罪
の
一
般
予
防
を
意
図
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
執
行
法
が
仰
々
し
く
儀
式
張
っ
て
い
る
の
は
、
一
般
予
防
の
効
果
を
大
な
ら
し
め
る
た
め
の
演
出
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
受
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刑
者
本
人
に
対
す
る
懲
戒
と
し
て
、
殴
打
に
よ
る
肉
体
的
苦
痛
と
公
衆
の
面
前
で
辱
め
る
こ
と
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
と
を
味
あ
わ
せ

て
、
再
犯
の
防
止
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
敲
」
刑
は
、
犯
罪
に
対
す
る
一
般
予
防
と
特
別
予
防
と
の
両
者
を
加
味

し
た
刑
罰
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
敲
」
刑
を
終
え
た
後
に
追
放
に
処
す
な
ら
ば
、
再
犯
防
止
の
効
果
は
期
待
で
き
な
い
。

敲
」
を
単
独
で
科
す
場
合
、
再
犯
の
防
止
と
い
う
消
極
的
効
果
の
み
な
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
積
極
的
効
果
を
も
期
待
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
受
刑
者
の
心
根
を
た
て
直
し
て
社
会
復
帰
を
果
た
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
手
助
け
す
る
た
め

に
身
元
引
受
人
の
制
を
設
け
た
の
で
あ
る
。「
敲
」
刑
を
考
案
し
た
徳
川
吉
宗
は
、
殴
打
に
よ
る
痛
手
を
自
力
で
自
宅
に
戻
れ
る
程
度

に
加
減
せ
よ
と
指
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
生
業
へ
の
速
や
か
な
復
帰
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ

23
）

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
敲
」
と
い

う
刑
罰
に
は
改
善
主
義
の
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で

24
）

あ
る
。

磔
、
火
罪
、
死
罪
な
ど
の
死
刑
、
死
刑
に
付
加
す
る
晒
や
引
廻
、
重
追
放
以
下
の
追
放
刑
や
入
墨
、
幕
府
の
こ
れ
ら
の
刑
罰
に
お
い

て
は
、
執
行
の
担
い
手
と
し
て
非
人
が
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
。
し
か
し
、「
敲
」
刑
の
み
は
、
賤
民
身
分
の
者
が
関
わ
ら
な
い
。
改

善
主
義
の
考
え
方
を
含
む
新
規
の
刑
罰
と
し
て
「
敲
」
刑
を
位
置
づ
け
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
執
行
に
非
人
を
関
与
さ
せ
な
か
っ
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

奥
殿
藩
佐
久
領
の
「
敲
」
刑
は
公
開
で
執
行
し
て
お
り
、
こ
れ
は
一
般
予
防
主
義
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一

方
、
受
刑
者
の
社
会
復
帰
を
目
指
す
と
い
う
考
え
方
は
皆
無
で
あ
る
。「
敲
」
刑
に
よ
っ
て
懲
戒
を
加
え
、
そ
の
後
た
だ
ち
に
追
放
に

処
す
こ
と
に
よ
り
、
自
分
た
ち
の
社
会
か
ら
厄
介
者
を
排
除
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
、
奥
殿
藩
佐
久
領
の
「
敲
」
刑
は
、
幕
府

法
が
意
図
し
た
も
っ
と
も
重
要
な
意
義
に
つ
い
て
は
継
承
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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む

す

び

奥
殿
藩
佐
久
領
に
ほ
ど
近
い
小
諸
藩
に
お
い
て
も
、
追
放
刑
に
併
科
す
る
二
重
仕
置
の
刑
罰
と
し
て
「
敲
」
を
採
用
し
て
い
る
。
小

諸
藩
は
、
譜
代
大
名
の
牧
野
氏
が
信
濃
国
佐
久
郡
・
小
県
郡
に
一
万
五
千
石
を
領
有
す
る
小
藩
で
あ
り
、「
敲
」
の
採
用
は
文
政
七
年

（
一
八
二
四
）
十
一
月
の
こ
と
で

25
）

あ
る
。
奥
殿
藩
佐
久
領
に
先
ん
ず
る
こ
と
十
年
、
や
は
り
五
十
敲
と
百
敲
の
二
種
類
で
あ
る
。「
敲
」

刑
採
用
の
理
由
は
次
の
様
な
こ
と
で
あ
る
。
小
諸
藩
の
刑
罰
は
、
従
前
は
死
刑
と
追
放
刑
の
み
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
、
死
刑

で
は
重
き
に
失
し
、
さ
り
と
て
追
放
で
は
軽
す
ぎ
る
と
い
う
事
案
に
適
用
す
る
刑
罰
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
先
に
追
放
に
処
し
た
者

の
犯
罪
に
加
重
す
る
刑
罰
と
し
て
、
追
放
に
併
科
す
る
「
敲
」
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
採
用
に
あ
た
っ
て
は
、
執
行
方
法
や
用
具
な

ど
の
拵
え
方
を
幕
府
お
よ
び
他
藩
に
問
い
合
わ
せ
た
と
い
う
が
、
打
数
を
数
え
る
数
取
こ
そ
町
同
心
が
勤
め
て
幕
府
と
同
じ
く
士
分
の

役
割
と
し
た
が
、
打
役
（
一
人
）
と
押
役
（
四
人
）
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
穢
多
の
役
割
と
し
て

26
）

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
諸
藩
の
場
合

も
ま
た
、
幕
府
が
「
敲
」
の
刑
罰
に
込
め
た
も
っ
と
も
肝
要
な－

受
刑
者
の
社
会
復
帰
を
考
慮
す
る
と
い
う－

意
義
に
つ
い
て
は
継
承

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

奥
殿
藩
佐
久
領
が
「
敲
」
の
刑
罰
を
採
用
す
る
際
は
、
こ
の
よ
う
な
小
諸
藩
の
「
敲
」
刑
を
も
参
考
と
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
と

も
あ
れ
、
信
濃
国
の
小
諸
藩
お
よ
び
奥
殿
藩
佐
久
領
は
、
単
独
で
科
す
「
敲
」
の
刑
罰
に
つ
い
て
は
採
用
し
な
か
っ
た
の
で

27
）

あ
る
。
笞

打
ち
の
刑
罰
は
多
く
の
藩
が
採
用
し
た
が
、
そ
の
仕
方
は
幕
府
の
意
図
を
忠
実
に
継
承
し
た
藩
も
あ

28
）

れ
ば
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
見
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
は
各
藩
の
事
例
を
数
多
く
集
め
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
笞
打
ち
の
刑
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
か
を
考

察
す
る
必
要
が

29
）

あ
る
。
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〔
註
〕

１
）

尾
崎
行
也
「
奥
殿
（
田
野
口
）
藩
佐
久
陣
屋
日
記
に
つ
い
て
」（『
佐
久
』
三
三
号
、
昭
和
五
十
年
、
佐
久
史
談
会
）。

２
）

高
塩
博
「
江
戸
幕
府
法
に
お
け
る
敲
と
入
墨
の
刑
罰
」（
小
林
宏
編
『
律
令
論
纂
』
一
四
〇
〜
一
四
二
頁
、
平
成
十
五
年
、
汲
古
書
院
）。

３
）

高
塩
博
「「
敲
」
の
刑
罰
に
お
け
る
身
元
引
受
に
つ
い
て
」（『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
八
輯
、
平
成
十
八
年
）。

４
）

高
塩
博
「
江
戸
幕
府
法
に
お
け
る
敲
と
入
墨
の
刑
罰
」（
小
林
宏
編
『
律
令
論
纂
』
一
六
一
頁
）
参
照
。

５
）

陣
屋
日
記
」
天
保
四
癸
巳
年
七
月
ヨ
リ
九
月
迄
（
佐
久
市
教
育
委
員
会
蔵
）。

６
）

陣
屋
日
記
」
天
保
五
甲
午
年
十
月
朔
日
ヨ
リ
十
二
月
迄
（
佐
久
市
教
育
委
員
会
蔵
）。

７
）

陣
屋
日
記
」
嘉
永
五
壬
子
年
従
十
月
至
十
二
月
（
佐
久
市
教
育
委
員
会
蔵
）。

８
）

同
右

９
）

陣
屋
日
記
」
文
久
元
辛
酉
年
五
月
八
月
迄
（
佐
久
市
教
育
委
員
会
蔵
）。

10
）

尾
崎
行
也
「
奥
殿
藩
佐
久
領
の
刑
罰
の
実
態
」（『
佐
久
』
一
八
号
、
昭
和
四
十
一
年
、
佐
久
史
談
会
）。

11
）

事
例
④
は
甲
州
無
宿
駒
吉
が
「
重
敲
之
上
御
領
分
払
」
と
な
っ
た
一
件
で
あ
り
、
出
頭
人
は
親
類
総
代
・
村
役
人
・
組
合
に
代
わ
っ
て
、
割
元
と
郷

宿
と
で
あ
っ
た
。
割
元
と
郷
宿
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
行
也
「
奥
殿
藩
佐
久
領
の
割
本
と
郷
宿
」（『
信
濃
』
一
六
巻
八
号
、
昭
和
三
十
九
年
、
信
濃
史
学

会
）
参
照
。

12
）

田
野
口
役
所
の
白
洲
は
、
市
川
武
治
氏
執
筆
の
「
田
野
口
陣
屋
日
記
に
よ
る
想
像
図
」
に
も
描
か
れ
て
い
る
（『
大
給
藩
か
ら
田
野
口
藩
へ－

田
野

口
藩
陣
屋
日
記
拾
い
話
㈡－

』
八
三
頁
、
昭
和
五
十
八
年
、
櫟
）。

13
）

陣
屋
日
記
」
は
事
例
①
に
つ
い
て
、「
御
下
知
書

請
書
其
外
申
渡
書
共
、
写
左
之
通
」
と
し
て
、
一
件
書
類
を
転
記
し
て
い
る
。
以
下
、
事
例
①

を
中
心
に
据
え
て
、
足
ら
ざ
る
点
は
他
の
事
例
に
求
め
な
が
ら
説
明
す
る
。

田
野
口
役
所
は
、
追
放
刑
の
事
案
に
つ
い
て
は
判
決
案
を
江
戸
藩
邸
に
送
付
し
、
決
済
を
仰
い
だ
。「
陣
屋
日
記
」
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
事
例
①
の

執
行
前
日
条
に
「
江
戸
伺
之
処
夫
々
御
下
知
有
之
候
」
と
記
し
、
事
例
③
に
お
い
て
は
執
行
当
日
条
に
「
三
分
村
入
牢
人
太
助
、
吟
味
詰
、
江
戸
表
え
相

伺
、
先
日
中
御
下
知
有
之
候
」
と
記
し
、
事
案
④
に
お
い
て
も
「
甲
州
無
宿
駒
吉
儀
、
遂
吟
味
江
戸
表
伺
之
上
云
々
」
と
記
す
。
た
と
え
ば
、
事
例
③
の

判
決
文
は
、
太
助
の
罪
状
に
つ
い
て
実
に
詳
細
な
内
容
を
備
え
て
い
る
。
そ
の
訳
は
、
田
野
口
役
所
の
起
案
し
た
判
決
案
の
文
面
が
そ
の
ま
ま
「
御
下
知

書
」
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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14
）

陣
屋
日
記
」
は
事
例
②
③
⑤
に
つ
い
て
も
「
請
書
」
を
転
記
す
る
が
、
そ
の
文
面
は
判
決
文
よ
り
も
か
な
り
簡
略
に
な
っ
て
い
る
。

15
）

幕
府
法
で
は
「
請
書
」
を
「
落
着
請
証
文
」
と
い
い
、「
有
罪
、
無
罪
を
問
わ
ず
、
主
た
る
被
糺
問
者
お
よ
び
一
件
の
者
す
べ
て
か
ら
提
出
せ
し
め

る
の
が
原
則
で
あ
る
」
と
い
う
（
平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
八
九
六
頁
、
昭
和
三
十
五
年
、
創
文
社
）。

16
）

佐
久
間
長
敬
『
刑
罪
詳
説
』
徳
川
刑
政
史
料
前
編
第
三
冊
二
二
頁
（
明
治
二
十
六
年
、
南
北
出
版
協
会
）。「
百
箇
条
調
書
」
に
よ
っ
て
、
幕
府
の
御

構
状
の
一
例
を
左
に
示
し
て
お
く
。
封
書
の
表
書
き
に
「
御
構
場
所
書
付
」
と
記
し
、
本
文
は
、

甲
州
上
万
力
村

長
百
姓

十
兵
衛

中
追
放御

構
場
所

江
戸
拾
里
四
方

但
、
日
本
橋

四
方
へ
五
里
ツ
ヽ

甲
斐
国

右
之
場
所
徘
徊
す
へ
か
ら
さ
る
者
也

安
永
十
辛
丑
年

二
月
廿
七
日

と
い
う
も
の
で
あ
る
（「
百
箇
条
調
書
」
巻
六
十
七
、
布
施
弥
平
次
編
『
百
箇
条
調
書
』
第
一
三
巻
四
四
六
八
頁
、
昭
和
四
十
三
年
、
新
生
社
）。

17
）

田
野
口
役
所
の
跡
地
に
「
制
札
場
」
の
遺
構
が
現
在
も
残
っ
て
い
る
（
市
川
武
治
『
大
給
藩
か
ら
田
野
口
藩
へ－

田
野
口
藩
陣
屋
日
記
拾
い
話
㈡

－

』
八
一
〜
八
三
頁
、
昭
和
五
十
八
年
、
櫟
）。

18
）

検
使
役
は
、
事
例
②
に
お
い
て
は
伊
豫
田
小
兵
衛
・
川
村
□
次
兵
衛
、
事
例
③
は
田
原
直
助
・
川
村
惣
五
郎
、
事
例
④
は
田
原
直
助
・
柳
川
東
馬
、

事
例
⑤
に
お
い
て
は
川
村
右
門
・
田
原
俊
助
が
担
当
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
「
御
下
知
書
」
の
名
宛
て
人
の
な
か
の
二
名
で
あ
る
。

19
）

幕
府
は
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）、
領
分
外
に
追
放
す
る
刑
を
制
限
す
る
法
令
を
出
し
、
こ
れ
を
「
公
事
方
御
定
書
」
に
収
載
し
て
幕
府
の
基
本
法

と
し
た
が
（
上
巻
五
十
二
追
放
之
儀
ニ
付
御
書
付
）、
領
分
外
追
放
を
廃
さ
な
か
っ
た
小
藩
は
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

20
）

百
箇
条
調
書
」
巻
六
十
七
の
「
宝
暦
十
三
未
年
、
無
宿
与
八
敲
御
仕
置
検
使
一
件
」
の
項
は
、
判
決
か
ら
執
行
い
た
る
次
第
を
検
使
の
動
静
に
焦

点
を
あ
て
て
記
録
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
朝
九
時
ご
ろ
、「
無
宿
与
八
其
外
一
件
之
者
共
」
が
法
廷
に
呼
び
出
さ
れ
て
判
決
を
受
け
る
。
そ
の
後

大
検
使
・
小
検
使
が
法
廷
に
出
て
検
使
の
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
退
出
す
る
と
牢
屋
証
文
を
受
け
取
る
。
九
時
過
ぎ
に
与
八
が
小
伝
馬
町
牢
屋
敷
に
向
か
う
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が
、
検
使
両
人
は
与
八
の
二
三
百
メ
ー
ト
ル
あ
と
を
つ
い
て
歩
き
、
牢
屋
敷
へ
は
十
時
前
に
到
着
す
る
。
執
行
の
準
備
が
整
う
ま
で
、
牢
屋
敷
に
お
い
て

小
憩
を
と
り
つ
つ
、
南
北
町
奉
行
所
の
与
力
お
よ
び
囚
獄
石
出
帯
刀
に
挨
拶
を
し
、
牢
屋
証
文
を
石
出
帯
刀
に
提
出
す
る
。
や
が
て
囚
獄
石
出
帯
刀
以
下

の
一
同
は
牢
屋
敷
表
門
に
出
て
、
執
行
の
様
子
を
見
届
け
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
終
了
し
て
退
出
す
る
の
は
十
二
時
前
で
あ
る
（
布
施
弥
平
治
編
『
百
箇

条
調
書
』
第
一
三
巻
四
四
七
八
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
判
決
後
た
だ
ち
に
執
行
し
、
そ
の
後
即
座
に
釈
放
と
な
る
の
が
、「
敲
」
刑
の
特
徴
で
あ
る
。

21
）

右
の
「
宝
暦
十
三
未
年
、
無
宿
与
八
敲
御
仕
置
検
使
一
件
」
の
項
は
、
検
使
の
い
で
た
ち
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。
す
な
わ
ち
、「
出
役
之
節
、

大
検
使
時
之
上
下
、
小
検
使
羽
織
袴
着
用
、
其
外
供
看
板
着
也
」、「
大
検
使
、
供
馬
、
若
党
両
人
鑓
・
挾
箱
、
草
り
取
茶
弁
当
・
合
羽
・
篭
弐
荷
、
小
検

使
、
小
頭
同
心
両
人
、
草
り
取
、
挾
箱
」
と
（
読
点
は
引
用
者
、
前
掲
書
四
四
七
九
頁
）。

22
）

陣
屋
日
記
」
に
押
役
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、
打
役
に
同
じ
く
牢
守
が
担
当
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
し
て
後
考
を
俟
つ
。

23
）

も
っ
と
も
、「
敲
」
刑
の
の
ち
追
放
に
処
す
場
合
で
あ
っ
て
も
、
自
力
で
歩
行
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

24
）

高
塩
博
「
江
戸
幕
府
法
に
お
け
る
敲
と
入
墨
の
刑
罰
」
前
掲
書
所
収
、
同
「「
敲
」
の
刑
罰
に
お
け
る
身
元
引
受
に
つ
い
て
」
前
掲
誌
。

25
）

斉
藤
洋
一
「
小
諸
藩
に
お
け
る
「
敲
」
刑
の
始
源
と
被
差
別
民
」（『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
六
号
、
平
成
三
年
）。
斉
藤
論
文
に
よ
る
と
、
小

諸
藩
に
お
け
る
「
敲
」
刑
の
執
行
を
四
回
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
①
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
十
一
月
二
十
九
日
、
②
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
十

二
月
二
十
一
日
、
③
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
十
一
月
五
日
、
④
同
年
十
二
月
十
五
日
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
よ
る
に
、
判
決
は
領
内
の
無
宿
に
申

し
渡
す
刑
に
は
「
御
領
分
御
構

百
敲
之
上
追
放
」
と
い
う
よ
う
に
「
御
領
分
御
構
」
の
文
言
が
入
り
、
他
領
の
無
宿
に
申
し
渡
す
刑
は
単
に
「
百
敲
之

上
追
放
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
を
見
る
か
ぎ
り
、
小
諸
藩
の
追
放
刑
は
自
藩
の
領
分
を
追
い
払
う
の
み
で
、
他
領
に
属
す
る
区
域
に
つ

い
て
徘
徊
を
禁
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
追
放
刑
者
に
与
え
る
銭
は
小
諸
藩
の
場
合
は
二
百
文
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
を
「
草
鞋
銭
」
と

称
し
て
い
る
。

26
）

刑
罪
大
秘
録
」（
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
五
七
巻
治
罪
門
⑵
所
収
）
の
「
敲
之
図
」
や
佐
久
間
長
敬
『
刑
罪
詳
説
』（『
徳
川
政
刑
史

料
』
前
編
第
三
冊
、
明
治
二
十
六
年
、
南
北
出
版
協
会
）
の
「
敲
刑
小
伝
馬
町
旧
牢
屋
門
前
ノ
真
景
」
図
な
ど
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
幕
府

の
「
敲
」
刑
に
お
け
る
打
役
、
数
取
は
、
と
も
に
小
伝
馬
町
牢
屋
敷
に
所
属
す
る
牢
屋
同
心
（
士
分
）
が
担
当
し
た
。

27
）

小
諸
藩
に
隣
り
合
う
上
田
藩
（
家
門
、
藤
井
松
平
氏
、
五
万
三
千
石
）
で
も
、
追
放
刑
に
併
科
す
る
二
重
仕
置
と
し
て
の
「
敲
」
を
採
用
し
て
い

る
。
上
田
藩
の
刑
事
判
決
集
と
い
う
べ
き
「
罪
状
留
」（
藩
法
研
究
会
編
『
藩
法
集
』
五
諸
藩
、
昭
和
三
十
九
年
、
創
文
社
）
に
よ
る
と
、
天
明
六
年

（
一
七
八
六
）
か
ら
二
重
仕
置
に
よ
る
「
敲
」
が
見
ら
れ
る
。
五
十
敲
追
放
と
百
敲
追
放
の
二
種
類
で
あ
り
、「
敲
」
を
単
独
で
科
す
事
例
は
見
い
だ
せ
な
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い
。
打
役
、
押
役
は
未
詳
で
あ
る
。

ま
た
、
小
諸
藩
と
奥
殿
藩
佐
久
領
の
間
に
位
置
す
る
岩
村
田
藩
（
譜
代
大
名
、
内
藤
氏
、
一
万
五
千
石
）
も
、
追
放
刑
に
併
科
す
る
「
敲
」
を
用
い
て

い
る
。
精
確
な
採
用
年
次
は
未
詳
で
あ
る
が
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
を
す
こ
し
さ
か
の
ぼ
る
頃
で
あ
ろ
う
。
五
十
敲
と
百
敲
の
二
種
で
、
打
役
は

賤
民
身
分
の
者
で
あ
っ
た
（
岩
村
田
宿
文
書
「
乍
恐
書
附
を
奉
願
上
候
」『
明
治
大
学
刑
事
博
物
館
年
報
』
Ⅲ
、
三
五
頁
、
昭
和
四
十
七
年
）。

28
）

熊
本
藩
と
会
津
藩
と
が
採
用
し
た
笞
打
ち
の
刑
罰
は
、
幕
府
の
「
敲
」
刑
の
意
図
を
お
よ
そ
忠
実
に
く
み
取
っ
て
い
る
。
外
様
大
名
細
川
氏
の
熊
本

藩
は
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
施
行
の
刑
法
典
「
御
刑
法
草
書
」
に
「
笞
刑
」
と
い
う
名
の
笞
打
ち
刑
を
定
め
た
。
こ
の
「
笞
刑
」
は
十
に
始
ま
っ
て

十
刻
み
に
ふ
え
て
笞
百
に
至
る
十
等
級
の
刑
罰
で
あ
り
、
名
称
や
等
級
こ
そ
異
な
る
が
、「
敲
」
の
執
行
に
見
ら
れ
る
五
つ
の
特
徴
を
す
べ
て
備
え
て
い

る
。「
御
刑
法
草
書
」
を
編
纂
し
た
堀
平
太
左
衛
門
は
、「
笞
刑
」
を
は
じ
め
と
す
る
刑
罰
の
創
設
に
つ
い
て
、

笞
は
有
徳
廟
之
御
製
を
擬
し
、
刺
墨
は
公
辺
に
用
ひ
ら
る
ゝ
形
に
同
し
か
ら
さ
る
様
に
定
め
置
、
徒
は
眉
毛
を
去
り
、
年
限
中
常
人
と
異
り
候
様
に

仕
、
明
律
又
は
前
々
よ
り
罪
に
処
せ
ら
る
ゝ
留
書
之
趣
、
彼
是
を
斟
酌
に
て
、
笞
数
、
或
刺
墨
、
或
徒
之
年
数
、
或
死
刑
等
之
事
、
重
畳
衆
議
之

上
、
簡
約
に
記
録
成
り
候
。

と
語
っ
て
い
る
（「
益
田
弥
一
右
衛
門
上
書
堀
平
太
左
衛
門
返
答
之
書
付
」
小
林
宏
・
高
塩
博
編
『
熊
本
藩
法
制
史
料
集
』
一
一
七
〇
頁
、
平
成
八
年
、

創
文
社
）。
す
な
わ
ち
、
熊
本
藩
の
笞
刑
は
徳
川
吉
宗
の
考
案
し
た
「
敲
」
の
刑
罰
に
な
ぞ
ら
え
、
且
つ
明
律
や
熊
本
藩
の
判
例
等
を
も
考
え
あ
わ
せ
て

創
設
し
た
の
で
あ
り
、「
敲
」
刑
の
意
図
す
る
犯
罪
の
一
般
予
防
と
特
別
予
防
、
お
よ
び
受
刑
者
の
速
や
か
な
社
会
復
帰
を
考
慮
し
て
い
る
。
熊
本
藩
の

「
笞
刑
」
は
、
単
独
で
科
す
刑
罰
で
あ
り
、
追
放
刑
に
併
科
す
る
二
重
仕
置
は
存
し
な
い
。
熊
本
藩
「
笞
刑
」
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
熊
本
藩
刑
法
の
一
斑

－

笞
刑
に
つ
い
て－

」（『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
七
二
輯
、
平
成
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

か
た
や
保
科
正
之
を
藩
祖
と
す
る
会
津
藩
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
制
定
の
刑
罰
法
規
集
「
刑
則
」
に
「
笞
刑
」
五
等
級
（
五

十

十
五

二
十

二
十
五
）
と
「
杖
刑
」
五
等
級
（
三
十

四
十

五
十

六
十

七
十
）
を
定
め
た
。
会
津
藩
の
笞
打
ち
刑
も
、
熊
本
藩
と
同
様
に
追
放
刑
を
併
科
す
る
二
重

仕
置
は
存
し
な
い
。「
笞
刑
」「
杖
刑
」
の
執
行
法
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
幕
府
「
敲
」
と
同
じ
趣
旨
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
生
業
の
妨
げ

を
除
く
こ
と
と
再
犯
防
止
の
効
果
を
期
待
し
た
こ
と
は
、
会
津
藩
の
正
史
「
家
世
実
紀
」
が
「
刑
則
」
制
定
の
条
に
、
左
の
よ
う
に
明
記
し
て
い
る
（
家

世
実
紀
編
纂
委
員
会
編
『
会
津
藩
家
世
実
紀
』
一
三
巻
四
〇
二
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
二
年
）。

百
姓
町
人
ハ
日
々
之
渡
世
有
之
、
押
込
・
牢
舎
申
付
候
ヘ
ハ
、
渡
世
之
道
を
失
ひ
、
又
々
不
心
成
犯
科
ニ
も
至
候
義
、
仍
て
ハ
於
公
儀
た
ゝ
き
放
と

申
刑
有
之
、
上
代
和
漢
専
ら
取
行
候
刑
ニ
候
ヘ
ハ
、
笞
杖
之
刑
二
等
御
設
被
成
、
壱
等
ハ
細
き
笞
、
一
等
重
キ
ハ
杖
ニ
て
、
何
れ
も
臀
を
打
候
ハ
ヽ
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煩
雑
ニ
も
無
之
、
笞
刑
ハ
恥
し
め
ニ
懲
り
、
杖
刑
ハ
其
痛
ニ
懲
り
、
再
犯
之
者
も
少
く
可
相
成
。

な
お
、
会
津
藩
の
「
笞
刑
」「
杖
刑
」
に
つ
い
て
は
、
手
塚
豊
「
会
津
藩
「
刑
則
」
考
」（『
明
治
刑
法
史
の
研
究
（
中
）』
手
塚
豊
著
作
集
第
五
巻
二
六

四
〜
二
六
五
頁
、
昭
和
六
十
年
、
慶
応
通
信
）、
前
掲
拙
稿
な
ら
び
に
同
「
会
津
藩
に
お
け
る
『
大
明
律
例
訳
義
』
の
参
酌
」（
池
田
温
編
『
日
中
律
令
制

の
諸
相
』
四
五
三
頁
、
平
成
十
四
年
、
東
方
書
店
）、
同
「
会
津
藩
「
刑
則
」
と
そ
の
刑
罰
」（
拙
著
『
江
戸
時
代
の
法
と
そ
の
周
縁
』
六
三
〜
六
六
頁
、

平
成
十
六
年
、
汲
古
書
院
）
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

29
）

最
近
、
林
紀
昭
氏
は
「
宇
和
島
藩
「
刑
罰
掟
」
を
廻
る
諸
問
題
」
と
い
う
論
考
を
発
表
さ
れ
（
藩
法
研
究
会
編
『
大
名
権
力
の
法
と
裁
判
』
平
成
十

九
年
、
創
文
社
）、
そ
の
中
で
、
伊
予
国
宇
和
島
藩
（
外
様
大
名
、
伊
達
氏
、
十
万
石
）
に
お
け
る
「
敲
」
刑
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
、
次
の
諸
点
を

指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
刑
名
は
幕
府
に
同
じ
く
「
敲
」
で
あ
り
、
そ
の
採
用
は
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
七
月
の
こ
と
で
、
同
年
九
月
以
降
に
実
施
が
確

認
さ
れ
る
こ
と
。
基
本
と
な
る
「
敲
」
の
打
数
は
三
十
、
五
十
、
九
十
の
三
種
で
あ
る
こ
と
。
情
状
に
よ
り
減
刑
す
る
と
き
は
こ
れ
ら
に
十
も
し
く
は
二

十
を
減
じ
、
加
重
す
る
と
き
は
十
、
二
十
も
し
く
は
五
十
を
加
え
る
が
、
上
限
を
百
と
す
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
打
数
は
十
か
ら
百
ま
で
の
十

等
級
で
あ
っ
た
こ
と
。
領
分
外
追
放
お
よ
び
領
分
内
追
放
に
併
科
す
る
二
重
仕
置
と
し
て
「
敲
」
を
採
用
し
た
こ
と
等
で
あ
る
。

林
論
文
に
引
用
す
る
史
料
（
桜
田
数
馬
親
敬
編
纂
「
記
録
書
抜
」『
宇
和
島
藩
庁
・
伊
達
家
史
料
７
〜
11
』
昭
和
五
十
六
〜
五
十
八
年
、
近
代
史
文
庫

宇
和
島
研
究
会
）
に
よ
る
と
、「
敲
」
刑
の
執
行
場
所
は
城
下
の
新
町
御
門
外
で
あ
る
か
ら
、
公
開
処
刑
で
あ
る
。
打
役
は
牢
番
、
押
役
は
掃
除
番
で
あ

る
。
両
者
は
お
そ
ら
く
賤
民
身
分
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
宇
和
島
藩
の
「
敲
」
刑
も
ま
た
小
諸
藩
や
奥
殿
藩
佐
久
領
に
同
じ
く
、
受
刑
者
の
社

会
復
帰
に
関
し
て
は
少
し
も
配
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
本
人
懲
戒
と
犯
罪
の
一
般
予
防
と
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
た
刑
罰
と
み
な
し
て
よ
い
。

な
お
、
天
保
二
年
七
月
の
「
刑
罰
掟

追
加
」
を
見
る
と
、
刑
具
の
規
格
に
つ
い
て
「
杖
は
荊
を
以
作
る
べ
し
、
尤
節
を
削
り
平
に
し
て
長
三
尺
五
寸

也
、
大
頭
経
り
三
分
二
厘
、
小
頭
経
り
二
分
二
厘
也
、
是
以
罪
人
の
臀
を
打
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
林
論
文
二
四
五
頁
）。
寸
法
な
ら
び
に
材
質
が
節

を
削
っ
た
木
で
あ
る
こ
と
は
、
明
律
の
杖
刑
の
刑
具
に
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宇
和
島
藩
の
「
敲
」
は
、
幕
府
の
「
敲
」
刑
の
み
な
ら
ず
、「
明

律
」
の
笞
杖
刑
を
も
参
考
と
し
た
刑
罰
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。「
敲
」
の
打
数
が
十
か
ら
百
ま
で
の
十
等
級
で
あ
る
こ
と
も
、
明
律
を
参
考
と
し
た
証

左
に
数
え
ら
れ
る
。「
刑
罰
掟

追
加
」
に
は
「
例
無
之
事
は
律
令
要
略
、
又
は
唐
明
の
律
等
為
見
合
、
的
当
の
吟
味
可
為
肝
要
事
」
と
い
う
記
事
が
存
す

る
が
、「
唐
明
の
律
等
為
見
合
」
の
一
端
が
、
刑
具
の
規
格
や
打
数
に
看
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
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〔
附
記
〕

本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
佐
久
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
係
高
橋
浩
一
氏
な
ら
び
に
臼
田
町
誌
編
纂
事
務
局
の
相
澤
俊
之
氏
・
平
林
利
一

氏
に
は
、
年
度
末
の
繁
忙
を
極
め
る
な
か
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奥
殿
藩
佐
久
領
の
「
陣
屋
日
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
史
料
の
調
査
と
利
用
に
関
し
て

便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
き
、
様
々
な
ご
教
示
に
も
あ
ず
か
っ
た
。
末
尾
な
が
ら
、
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
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